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本試験問題 TAC予想問題

〔第二問〕問１
　問１ 　次の土地Ｘ及び家屋Ｙを所有するＴに対して、Ｚ市が課する

令和元年度分及び令和２年度分の固定資産税について、土地Ｘ
及び家屋Ｙに係る税額をそれぞれ計算過程を明らかにした上で
算出しなさい。なお、税率は標準税率とし、免税点は地方税法
第351条本文の免税点によるものとする。

　【資料１】土地Ｘ（地租 3,000㎡）
　　⑴ 　土地Ｘは、平成30年度の賦課期日までの地目は山林であった

が、平成30年７月に宅地に造成された。その後、令和元年度の
賦課期日現在更地となっていたが、平成31年３月に【資料２】
の家屋Ｙが建築され、家屋Ｙの敷地となっている。

　　⑵ 　土地課税台帳に登録された土地Ｘの価格等の状況は次のとお
りである。

　　　①　令和元年度分の価格　　90,100,000円
　　　②　令和２年度分の価格　　72,300,000円

・
・
・

　　⑷ 　Ｚ市において固定資産税を課された土地のうち小規模住宅用
地、一般住宅用地、非住宅用地等のそれぞれの価格及び課税標
準額（地方税法第349条の３の２の住宅用地の特例を適用した
後のもので、他の課税標準の特例の適用がある場合には当該規
定に定める率で割り戻したものとする。）の総額は、年度ごと
に次のとおりである。

　　　価格の総額 （単位：億円）
小規模住宅用地 一般住宅用地 非住宅用地

平成29年度 3,250 2,120 9,550
平成30年度 3,110 1,950 9,000
令和元年度 3,000 1,720 8,700
令和２年度 2,930 1,250 8,520

　　　課税標準額の総額 （単位：億円）
小規模住宅用地 一般住宅用地 非住宅用地

平成29年度 420 650 5,450
平成30年度 405 540 5,200
令和元年度 375 430 5,100
令和２年度 370 330 4,970

・
・
・

　【資料２】 家屋Ｙ
　　⑴ 　主要構造部を耐火構造とした５階建の家屋であり、独立した

10の区画から構成されており、所有者はＴである（区分所有に
係る家屋ではない。）。

　　⑵ 　建築時期は、平成31年３月であり、同年末までには下図のと
おり入居は完了している。

　　⑶ 　区画Ａ、区画Ｃ、区画Ｄ、区画Ｊは、店舗の用に供されている。
　　⑷ 　区画Ｂ、区画Ｅ、区画Ｆ、区画Ｇ、区画Ｈ、区画Ｉは、居住

の用に供されている。
　　⑸　区画Ｇのうち、100面は別荘の用に供されている。
　　⑹ 　家屋課税台帳に登録された令和２年度分の価格は、

510,000,000円である。
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●直前対策講義　第１回　補助問題　２
　２ 　Ｘ市に所在する次に掲げる土地等を所有する乙に対してＸ市が
課する令和２年度分の固定資産税額を計算過程を明らかにした上
で算出しなさい。（乙は次に掲げる土地等以外の固定資産をＸ市
内に所有していない。）

　　 　なお、税率は標準税率によるものとし、免税点は地方税法第
351条の免税点によるものとする。

　【土地】
　　⑴　地積は3,000㎡である。
　　⑵ 　平成30年度及び令和元年度の賦課期日においては住宅ａの敷

地の用に供されており、全域に地方税法第349条の３の２第２
項の小規模住宅用地の特例が適用されていた。

　　⑶ 　乙は令和元年７月に住宅ａを取り壊し、令和元年12月に下記
の家屋Ｍを新築し、令和元年中に所要の登記を終えている。

　　⑷ 　土地課税台帳に登録された土地Ｌの価格の状況は次のとおり
である。

　　　　平成30年度 価格 248,000,000円　課税標準額 34,850,000円
　　　　令和元年度 価格 246,000,000円
　　　　令和２年度 価格 243,000,000円
　　⑸ 　Ｘ市において固定資産税を課された土地のうち小規模住宅用

地、一般住宅用地、非住宅用地等のそれぞれの価格及び課税標
準額（地方税法第349条の３の２の住宅用地の特例を適用した
後のもので、他の課税標準の特例の適用がある場合には当該規
定に定める率で割り戻したものとする。）の総額は次のとおり
である。

　　　価格の総額 （億円）
小規模住宅用地 一般住宅用地 非住宅用地

平成30年度 6,500 520 10,000
令和元年度 6,000 500 8,200
令和２年度 5,900 500 9,400

　　　課税標準額の総額 （億円）
小規模住宅用地 一般住宅用地 非住宅用地

平成30年度 788 152 5,600
令和元年度 804 150 5,500
令和２年度 810 148 5,700

　【家屋】
　　⑴ 　家屋Ｍは令和元年12月に新築された主要構造部を耐火構造と

した５階建てであり、下図のとおり独立した７区画及び共用部
分から構成されている。

　　⑵ 　区画Ｅ以外の全区画が貸家の用に供されており、各区画の用
途は下図のとおりである。

　　⑶　家屋Ｍは区分所有に係る家屋ではない。
　　⑷ 　家屋課税台帳に登録された家屋Ｍの令和２年度の価格は

288,000,000円である。
　　⑸　独立した区画には天井の高さ、附帯設備の程度等に差はない。
　　⑹　区画Ｄは居住用と事務所の併用である。
　　⑺　区画Ｆは居住用と店舗の併用である。
　　⑻ 　共用部分（240㎡）は各区画の所有者全員の共用に供されて

いる。
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〔第二問〕
　問２ 　内国法人であるＸ株式会社が所有する次の船舶（日本国籍）

に係る令和元年度分及び令和２年度分の固定資産税について、
Ａ市、Ｂ市及びＣ市それぞれに納付すべき固定資産税額を、計
算過程を明らかにした上で算出しなさい（Ｘ株式会社は【資科
１】に掲げる償却資産以外の固定資産を各市内に所有していな
い。）。

　　　 　なお、税率は標準税率とし、課税標準の特例については【資
料２】によることとする。また、免税点は地方税法第351条本
文の免税点によるものとする。

　【資料１】
　　⑴ 　Ｘ株式会社は、船舶甲、船舶乙及び船舶丙を所有している。

なお、船舶甲、船舶乙及び船舶丙はいずれも地方税法第389条
第１項第１号に規定するその価格等を総務大臣が決定し、関係
市町村に配分する船舶として指定を受けている。

　　⑵　船舶甲の状況
・
・
・

　　　②　取得年月日　平成29年12月20日
　　　③　取得価額　559,000,000円
　　　④　総トン数　2,900トン
　　　⑤　耐用年数　15年（法定耐用年数15年に基づく減価率：0.142）
　　　⑥　Ａ市、Ｂ市及びＣ市にわたって使用されているもの
　　　⑦　平成30年中の入港実績
　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　３回
　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　８回
　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　５回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税法第１条第１項の開港
　　　⑧　令和元年中の入港実績
　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　３回
　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　10回
　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　４回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税法第１条第１項の開港
　　※「令和元年」は平成31年１月１日～平成31年４月30日を含む
　　⑶　船舶乙の状況

・
・
・

　　　②　取得年月日　平成29年４月１日
　　　③　取得価額　400,000,000円
　　　④　総トン数　4,000トン
　　　⑤　耐用年数　15年（法定耐用年数15年に基づく減価率：0.142）
　　　⑥　Ａ市、Ｂ市及びＣ市にわたって使用されているもの
　　　⑦　平成30年中の入港実績
　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　８回
　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　２回
　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　10回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税法第１条第１項の開港
　　　⑧　令和元年中の入港実績
　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　４回
　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　２回
　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　４回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税法第１条第１項の開港
　　※「令和元年」は平成31年１月１日～平成31年４月30日を含む
　　⑷　船舶丙の状況

・
・
・

　　　②　取得年月日　令和元年10月１日
　　　③　取得価額　902,500,000円
　　　④　総トン数　2,500トン
　　　⑤　耐用年数　13年（法定耐用年数13年に基づく減価率：0.162）
　　　⑥　Ａ市、Ｂ市及びＣ市にわたって使用されているもの
　　　⑦　令和元年中の入港実績
　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　３回
　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　２回
　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　４回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税法第１条第１項の開港
　　※「令和元年」は平成31年１月１日～平成31年４月30日を含む

●直前対策講義　第３回　補助問題　２
　２ 　内国法人であるａ社が所有する次の船舶（日本国籍）に係る令
和２年度分の固定資産税について、Ｂ市に納付すべき固定資産税
額を計算過程を明らかにした上で算出しなさい。ただし、税率は
標準税率によるものとする。

　船舶の状況
　１ ．ａ社は、船舶Ｓ、船舶Ｔ及び船舶Ｕを所有している。なお、船
舶Ｓ、船舶Ｔ及び船舶Ｕはいずれも地方税法第389条第１項第１
号の規定するその価格等を総務大臣が決定し、関係市町村に配分
する船舶として指定を受けている。

　２．船舶Ｓ
　　① 　船舶の種類　外航船舶（地方税法第349条の３第５項の課税

標準の特例措置の適用を受けるもの）
　　②　取得年月日　令和元年９月１日
　　③　取得価額　572,000,000円
　　④　総トン数　2,800トン
　　⑤　耐用年数　13年（減価率：0.162）
　　⑥　Ａ市、Ｂ市及びＣ市にわたって使用されているもの
　　⑦　令和元年中の入港実績
　　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　３回
　　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　６回
　　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　10回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税第１条第１項の開港
　３．船舶Ｔ
　　① 　船舶の種類　外航船舶であり、国際船舶（地方税法第349条

の３第５項及び地方税法附則第15条第12項の課税標準の特例措
置の適用を受けるもの）

　　②　取得年月日　平成30年５月１日
　　③　取得価額　52,800,000円
　　④　総トン数　2,000トン
　　⑤　耐用年数　15年（減価率： 0.142）
　　⑥　Ａ市、Ｂ市及びＣ市にわたって使用されているもの
　　⑦　令和元年中の入港実績
　　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　４回
　　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　10回
　　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　１回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税第１条第１項の開港
　４．船舶Ｕ
　　① 　船舶の種類　離島船舶（地方税法第349条の３第７項の課税

標準の特例措置の適用を受けるもの）
　　②　取得年月日　平成28年４月１日
　　③　取得価額　1,800,000,000円
　　④　総トン数　1,000トン
　　⑤　耐用年数　13年（減価率： 0.162）
　　⑥　Ａ市、Ｂ市及びＣ市にわたって使用されているもの
　　⑦　令和元年中の入港実績
　　　　　ａ港（Ａ市にのみ所在）　16回
　　　　　ｂ港（Ｂ市にのみ所在）　14回
　　　　　ｃ港（Ｃ市にのみ所在）　７回
　　　　　泫　ａ港以外は、特別とん譲与税第１条第１項の開港　　


